
施 行 日  平成１８年 ４月 １日 

最近改正日 令和 ８ 年 ４月 １日 

 

大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市補助金等交付規則（平成１８年大阪市規則第７号、以下

「規則」という。）に定めるもののほか、大阪市医療機器整備助成事業補助金

（以下「補助金」という。）の交付について必要な事項を定めるものとする。 

２ 補助金は、大阪市内に開設されている公的な病院に対し、公害健康被害の補

償等に関する法律（昭和４８年法律第１１１号）第６８条第２項の規定に基づ

く独立行政法人環境再生保全機構（以下「機構」という。）が交付する助成金

（以下「助成金」という。）を受けて、気管支ぜん息、ぜん息性気管支炎、慢性

気管支炎及び肺気しゅ（以下「ぜん息等」という。）に係る医療機器の整備に要

する経費を補助することにより、当該疾患に関する医療水準の向上を図り、も

って当該疾患の予防並びに当該疾患に係る患者の健康の回復・保持及び増進に

資することを目的とする。 

 

（補助の対象及び金額） 

第２条 この補助金は、別記１に掲げる者が大阪市内に開設する病院において、別記

２に掲げる医療機器を購入する場合、これに要する経費を交付の対象とする。

ただし、ほかに国・地方公共団体等による補助金その他の給付金を受けること

ができる医療機器については、これを交付の対象としない。 

２ 補助金の額は、一医療機関あたり１，０００万円を限度として、予算及び機

構の助成金の範囲内において交付するものとする。ただし、補助金額に千円未

満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

 

（交付要望） 

第３条 補助金の交付を受けようとする者は、医療機器整備助成事業補助金交付要望

書（様式第１号）に規則第４条各号に掲げるもののほか、補助金交付要望額、

及び対象とする病院を記載し、補助対象機器を購入する前年度の市長が指定す

る期日までに、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の要望書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）病院概要 

（２）事業計画書 

（３）理由書 

（４）見積書 

（５）価格表 

（６）パンフレット又はカタログ 

（７）その他参考となる書類 

３ 市長は、前項の提出があった場合は、内容を審査し機構に対して助成金の交

付を要望するものとする。 



４ 市長は、機構から前項に係る決定があった場合は、医療機器整備助成事業補

助金交付内定通知書（様式第２号）により補助金の交付の要望を行った者に通

知するものとする。 

 

（交付申請） 

第４条 前条第４項の規定により、通知を受けた者は医療機器整備助成事業補助金交

付申請書（様式第３号）に規則第４条各号に掲げるもののほか、補助金交付申

請額、及び対象とする病院を記載し、事業実施年度の機構が指定する日に基づ

き市長が決定する期日までに、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）病院概要 

（２）事業計画書 

（３）理由書 

（４）見積書 

（５）価格表 

（６）パンフレット又はカタログ 

（７）その他参考となる書類 

 

（交付決定） 

第５条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査、

必要に応じて行う現地調査等により、法令等に違反しないかどうか、補助事業

の目的、内容等が適正であるかどうか及び金額の算定に誤りがないかどうかを

調査し、適当であると認めたときは、遅滞なく機構に本市の助成金交付申請書

を提出するものとする。 

２ 市長は、機構から前項に係る決定があった場合は、医療機器整備助成事業補

助金交付決定通知書(様式第４号)により補助金の交付の申請を行った者に通

知するものとする。 

３ 市長は、第１項の調査の結果、又は機構から第１項に係る決定があり、補助

金を交付することが不適当であると認めたときは、理由を付して、医療機器整

備助成事業補助金不交付決定通知書（様式第５号）により補助金の交付の申請

を行った者に通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の調査の結果が適当でなく機構に本市の助成金交付申請書を

提出しない場合は、補助金の交付の申請があった時から、機構に本市の助成金

交付申請書を提出した場合は、機構からの決定通知が到達した時からそれぞれ

３０日以内に前２項に定める補助金の交付の決定又は補助金を交付しない旨

の決定をするものとする。 

 

（交付条件） 

第６条 市長は、補助金の交付の決定を行う場合においては、次に掲げる条件を付す

ものとする。 

（１）この補助金による補助対象機器は、市長が指定する期日までに購入しなけ

ればならない。 



（２）購入した補助対象機器は、この補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交

換し、貸与し、担保に供し、又は改廃してはならない。 

 

（申請の取下げ） 

第７条 補助金の交付の申請を行った者は、第５条第２項の規定による通知を受領し

た場合において、当該通知の内容又は規則第７条第１項の規定によりこれに付

された条件に不服がある場合、又は自己の都合により申請を取り下げようとす

るときは、医療機器整備助成事業補助金交付申請取下書(様式第６号)により申

請の取下げを行うことができる。 

２ 申請の取下げをすることができる期間は、交付決定通知書を受けた日の翌日

から起算して１０日とする。 

 

（交付の時期等） 

第８条 市長は、補助金の交付の対象となる事業（以下「補助事業」という。）の完了

後、第１４条の規定による補助金の額の確定を経た後に、補助金の交付の決定

を受けた者（以下「補助事業者」という。）から次に掲げる事項を記載した医療

機器整備助成事業補助金交付請求書（様式第７号）による請求を受けた日から

３０日以内に当該請求に係る補助金を交付するものとする。 

（１）補助事業者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表

者の氏名及び主たる事務所の所在地) 

（２）補助金の交付の決定に係る通知書の交付日及び交付番号 

（３）補助金の請求額 

（４）振込口座 

 

（補助事業の変更等） 

第９条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更（軽微な変更を除く。）をしようとす

るときは、補助金変更申請額、補助金交付決定額、及び差引金額を記載した医

療機器整備助成事業補助金変更承認申請書（様式第８号）を、補助事業の中止

又は廃止をしようとするときは、医療機器整備助成事業補助金中止・廃止承認

申請書（様式第９号）を市長に対し遅滞なく提出し承認を受けなければならな

い。 

２ 前項の医療機器整備助成事業補助金変更承認申請書には、次に掲げる書類を

添付しなければならない。 

（１）変更事業計画書 

（２）その他参考となる書類 

３ 第１項の軽微な変更は次のとおりとする。ただし、補助事業の目的に変更の

無い場合に限る。 

（１）補助金交付決定額及び補助対象経費の額に影響を及ぼすことなく、補助事

業の目的の達成をより効率的にするために、補助事業の内容を変更する場合 

 

（事情変更による決定の取消し等） 

第１０条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情変更によ



り特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取消

し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。 

２ 前項の取消し又は変更を行った場合においては、市長は医療機器整備助成事

業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書(様式第１０号)により補助

事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業等の適正な遂行） 

第１１条 補助事業者は、補助金の他の用途への使用をしてはならない。 

 

（立入検査等） 

第１２条 市長は、補助金の適正な執行を期するため、必要があると認めたときは、

補助事業者に対して報告を求め、又は補助事業者の承諾を得た上で職員に当該

補助事業者の事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しく

は関係者に対して質問させることができる。 

 

（事業完了の報告） 

第１３条 補助事業者は、当該医療機器整備助成事業が完了した場合、完了後１０日

以内に医療機器整備助成事業完了報告書（様式第１１号）に規則第１４条各号

に掲げるもののほか、補助金交付決定額、補助金の精算額、及び対象とした病

院を記載し、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）事業報告書 

（２）領収書又はその写し 

（３）歳入、歳出決算（見込）書の抄本 

（４）その他参考となる書類 

 

（補助金の額の確定等） 

第１４条 市長は、前条第１項の規定による完了報告書の提出を受けたときは、報告

書等の書類の審査、領収書等根拠資料の現地調査等により、当該報告に係る補

助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合する

ものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の

額を確定し、医療機器整備助成事業補助金額確定通知書（様式第１２号）によ

り補助事業者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の通知を行った場合には、機構に報告するものとする。 

 

（決定の取消し） 

第１５条 規則第１７条第３項の規定による通知においては、市長は医療機器整備助

成事業補助金交付決定取消通知書（様式第１３号）により通知するものとする。 

 

（関係書類の整備） 

第１６条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を

常に整備し、第１４条の通知を受けた日から５年間保存しなければならない。 



 

（補助を受けた医療機器の管理及び処分） 

第１７条 補助事業者は、補助事業により取得した医療機器について適切に維持管理

を行うとともに、適当な箇所に「助成備品」の表示をしなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の規定による医療機器を補助金の交付の目的に反して使

用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は改廃する場合には、あら

かじめ市長に理由及び内容を記載した医療機器整備助成事業補助金取得財産

処分承認申請書（様式第１４号）を提出し、市長の承認を受けなければならな

い。 

３ 市長は、前２項の規定に基づく維持管理及び処分に関し必要があると認める

ときは、補助事業者に対して、随時報告を徴しまたは調査を行うことができる

ものとする。 

４ 補助事業者は、補助金に係る取得医療機器の処分により収入があったときは、

市長の承諾を得た場合を除き、その交付された補助金の全部又は一部に相当す

る額を市長に返還しなければならない。 

 

（補助金の返還等） 

第１８条 市長は、補助事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、補助金の

交付の決定を取消し、医療機器整備助成事業補助金交付返還通知書（様式第１

５号）により通知し、すでに交付した補助金の全部又は一部の返還を求めるこ

とができる。 

（１）偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用した場合。 

（３）第１２条の規定による調査について特別の理由なく、拒み、妨げ、又は忌

避したとき。 

（４）その他この要綱の規定に違反したとき。 

 

（加算金及び延滞金） 

第１９条 補助事業者は前条に基づき返還を求められた場合、その請求に係る補助金

を受領した日から大阪市に納付した日までの日数に応じて、当該補助金の額に

つき、年１０．９５パーセントの割合で計算した加算金を大阪市に納めなけれ

ばならない。 

２ 補助事業者が、返還を求められた補助金を納付期日までに納めなかったとき

は、税外歳入に係る延滞金及び過料に関する条例第２条の規定により算出した

延滞金を大阪市に納めなければならない。 

３ 市長は、第１項及び第２項において、やむを得ないと認められるときは、加

算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。 

  



 

附 則 

 この要綱は、平成１８年４月１日から施行し、平成１８年度以降の予算により支出

する補助金について適用する。 

 

 

附 則 

 この要綱は、平成２０年１１月２１日から施行し、平成２１年度以降の予算により

支出する補助金について適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２５年４月１日から施行し、平成２５年度以降の予算により支出

する補助金について適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２６年４月１日から施行し、平成２６年度以降の予算により支出

する補助金について適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成２７年４月１日から施行し、平成２７年度以降の予算により支出

する補助金について適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年５月１日から施行し、令和元年度以降の予算により支出する

補助金について適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和３年４月１日から施行し、令和３年度以降の予算により支出する

補助金について適用する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度以降の予算により支出する

補助金について適用する。 

 



別記１ 

 補助対象者は、次に掲げる団体が、市内に開設している病院においてぜん息等に対

する診断、治療等を総合的かつ専門的に行うための専門外来診療部門を設置し、当該

診療部門に従事する医師及び看護師を確保している者であり、かつ本市が行うぜん息

等に関する事業への協力が相当程度見込まれるものとする。 

 （１） 日本赤十字社 

 （２） 社会福祉法人恩賜財団済生会 

 （３） 一般社団法人又は一般財団法人であって地方公共団体が出資等によって 

設立した等地方公共団体に準ずるもの（地方独立行政法人（平成 15 年 

法律第 118 号）第 2 条に規定する地方独立行政法人を含む。） 

 

別記２ 

 補助対象機器は、次に掲げるものとする。 

 （１）換気機能検査装置 

 （２）呼気ガス分析装置 

 （３）基礎代謝分析装置 

 （４）換気力学的検査装置 

 （５）肺拡散機能測定装置 

 （６）血液ガス分析装置 

 （７）左右肺別検査装置 

 （８）運動負荷試験装置 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１号） 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長  

 

申請者 住 所   

                                            名 称    

代表者名                      

                       電 話    

            

 

医療機器整備助成事業補助金交付要望書 

 

 大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第３条第１項の規定に基づき、ぜん息

等に係る医療機器を購入したいので、補助金の交付要望書を次のとおり提出します。 

 

 

１ 補助金交付要望額    金           円 

 

２ 対象とする病院 

 

３ 添付書類 

（１）病院概要 

（２）事業計画書 

（３）理由書 

（４）見積書 

（５）価格表 

（６）パンフレット又はカタログ 

（７）その他参考となる書類 

 

 

（備考） 

 見積書は、補助金の交付を要望する医療機器ごとに作成され、当該医療機器の構成要素を分

別できるものであって、要望書の作成日付の前１か月以内に作成されたものであること。 

  



（様式第２号） 

 

大阪市指令大保第   号 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

                                大 阪 市 長 

                            

 

医療機器整備助成事業補助金交付内定通知書 

 

 

 令和 年 月 日付けで提出のありました医療機器整備助成事業補助金交付要

望について、次のとおり内定したので通知します。 

 

 

 

１ 補助金内定額    金           円 

       

２ 内 訳 

 

３ そ の 他    大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第４条に

基づき、令和 年 月 日までに医療機器整備助成事業

補助金交付申請書（様式第 3号）を市長へ提出すること。 

      



（様式第３号） 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長  

 

申請者 住 所   

                                            名 称    

代表者名                      

                       電 話     

 

   

医 療 機 器 整 備 助 成 事 業 補 助 金 交 付 申 請 書  

 

 

 大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第４条第の規定に基づき、ぜん息等に

係る医療機器を購入したいので、補助金の交付を次のとおり申請します。 

 

 

 

１ 補助金交付申請額 金         円 

 

２ 対象とする病院 

 

３ 添付書類 

（１）病院概要 

（２）事業計画書 

（３）理由書 

（４）見積書 

（５）価格表 

（６）パンフレット又はカタログ 

（７）その他参考となる書類 

 

 

（備考） 

 見積書は、補助金の交付を申請する医療機器ごとに作成され、当該医療機器の構成要素を分

別できるものであって、申請書の作成日付の前１か月以内に作成されたものであること。 



（様式第４号） 

 

大阪市指令大保第   号 

令和  年  月  日 

 

        様 

                           

              大 阪 市 長                            

         

 

医 療 機 器 整 備 助 成 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書 

 

 

 令和 年 月 日付けで申請のありました医療機器整備助成事業補助金につい

て、審査の結果、次のとおり交付することとしたので、大阪市医療機器整備助成事

業補助金交付要綱第５条第２項の規定により通知します。 

 

 

１ 補助金決定額   金       円     

 

２ 補助金交付の条件 

(1) 補助金交付対象事業（以下「補助事業」という。）の内容、経費の配分又は執行計画の変更（大阪

市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第９条第３項に規定する軽微な変更を除く。）をする場合に

は、市長の承認を受けるべきこと。 

(2) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、市長の承認を受けるべきこと。 

(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合には、速やか

に市長に報告してその指示を受けるべきこと。 

(4) 市長が、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、報告を求め、又は本市職員に事業所、事

務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させる必要があると

認めたときは、これに協力すべきこと。 

(5) その他、大阪市補助金等交付規則（以下「市交付規則」という。）及び大阪市医療機器整備助成事

業補助金交付要綱の規定を遵守すべきこと。 

 

３ その他 

(1)市交付規則第 11 条の規定により、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を常に

整備し、補助金の額の確定通知書を受けた日から５年間保存すること。 

(2) 本通知の決定内容（交付の条件を含む。）に不服があるときは、この通知を受け取った日の翌日か

ら起算して１０日以内に申請の取下げをすることができる。 



（様式第５号） 

 

大阪市指令大保第   号 

令和   年  月  日 

 

 様 

 

                             大 阪 市 長                            

         

 

医 療 機 器 整 備 助 成 事 業 補 助 金 不 交 付 決 定 通 知 書 

 

 

 令和 年 月 日付けで申請のあった医療機器整備助成事業補助金については、

次の理由により交付しないこととしたので、大阪市医療機器整備助成事業補助金交

付要綱第５条第３項の規定により通知します。 

 

 

（交付しない理由） 



（様式第６号） 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長  

申請者 住 所   

                                            名 称    

                              代表者名                     

                       電 話    

            

 

医 療 機 器 整 備 助 成 事 業 補 助 金 交 付 申 請 取 下 書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令大保第   号にて通知のあった医療機

器整備助成事業補助金の交付決定について、大阪市医療機器整備助成事業補助金交付

要綱第７条の規定により申請を取り下げます。 

 

 

 

１ 補助金交付決定通知書を受け取った日       令和  年  月  日 

 

２ 取下げの理由 



（様式第７号） 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長  

申請者 住 所   

                                            名 称    

代表者名                      

                       電 話    

            

 

医 療 機 器 整 備 助 成 事 業 補 助 金 交 付 請 求 書 

 

 

 令和 年 月 日付け大阪市指令大保第   号にて交付決定を受けた医療機器

整備助成事業補助金について、大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第８条の

規定により、次のとおり請求します。 

 

 

 

 

 

１．請求額    金           円 

 

２．振込口座 

   振込銀行名    

 

 

   預金種目 

   口座番号    

 

 

   ﾌ ﾘ ｶ ﾞﾅ 

   口座名義 



（様式第８号） 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長  

申請者 住 所   

                                            名 称    

                                 代表者名                     

                       電 話    

            

 

医療機器整備助成事業補助金変更承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令大保第   号にて、補助金の交付の決定

を受けた補助事業等について、大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第９条の

規定により、次のとおり変更の承認を申請します。 

 

 

 

１ 補助金変更申請額  金         円 

 

２ 補助金交付決定額  金         円 

 

３ 差引金額   金         円    

     

４ 添付書類 

（１）変更事業計画書 

（２）その他参考となる書類 

 

５ 変更を必要とする理由 

 

 

 

 



（様式第９号） 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長  

申請者 住 所   

                                            名 称    

代表者名                

                       電 話    

            

 

医 療 機 器 整 備 助 成 事 業 補 助 金 中 止 ・ 廃 止 承 認 申 請 書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令大保第   号にて補助金の交付決定を

受けた補助事業等について、大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第９条の規

定により、次のとおり中止・廃止の承認を申請します。 

 

 

 

（中止・廃止の理由（中止の場合は、その期間）） 



（様式第１０号） 

 

大阪市指令大保第   号 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

                                  大 阪 市 長

                           

 

医療機器整備助成事業補助金事情変更による交付決定取消・変更通知書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令大保第   号にて決定した医療機器整

備助成事業補助金について、大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第１０条第

２項の規定により、次のとおり取消・変更したので通知します。 

 

 

 

１ 取消し・変更内容 

 

 

 

２ 取消し・変更の理由 



（様式第１１号） 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長  

申請者 住 所   

                                            名 称    

                              代表者名                      

                       電 話    

            

 

医 療 機 器 整 備 助 成 事 業 完 了 報 告 書  

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令大保第   号にて補助金の交付決定を

受けた補助金事業が完了したので、大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第１

３条の規定に基づき関係書類を添えて報告します。 

 

 

 

１ 補助金交付決定額    金     円 

 

２ 補助金の精算額     金     円 

 

３ 対象とした病院 

 

４添付書類 

（１）事業報告書 

（２）領収証又はその写し 

（３）歳入、歳出決算（見込）書の抄本 

（４）その他参考となる書類 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第１２号） 

 

大大保第      号 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

                      大 阪 市 長                           

         

 

医 療 機 器 整 備 助 成 事 業 補 助 金 額 確 定 通 知 書 

 

 

 令和 年 月 日付け大阪市指令大保第   号にて交付決定した医療機器整

備助成事業補助金については、次のとおり補助金額を確定しましたので、大阪市医

療機器整備助成事業補助金交付要綱第１４条の規定により、通知します。 

 

 

 

 

１ 確定金額  金        円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



（様式第１３号） 

 

大阪市指令大保第   号 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

                                    大 阪 市 長                          

 

医 療 機 器 整 備 助 成 事 業 補 助 金 交 付 決 定 取 消 書 

 

 

 令和  年  月  日付け大阪市指令大保第   号にて交付決定した医療機

器整備助成事業補助金については、次のとおり交付決定を取り消したので、大阪市医

療機器整備助成事業補助金交付要綱第１５条の規定により通知します。 

 

 

 

１ 取消しの内容 

 

 

 

２ 取消しの理由 



（様式第１４号） 

 

令和  年  月  日 

 

大阪市長  

申請者 住 所   

                                            名 称    

                                 代表者名                      

                       電 話    

            

 

医療機器整備助成事業補助金取得財産処分承認申請書 

 

 

 令和  年  月  日付け   第   号をもって報告した補助金事業によ

り取得した財産処分の承認について、大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第

１７条第２項の規定により、次のとおり申請します。 

 

 

１ 譲渡（交換、貸付、担保提供、改廃）財産名及び件数 

 

２ 譲渡（交換、貸付、担保提供、改廃）の理由 

 

３ 譲渡（交換、貸付、担保提供、改廃）の相手方 

        住所 

        氏名 

 

４ 譲渡（交換、貸付、担保提供、改廃）の条件 

 

５ 譲渡（交換、貸付、担保提供、改廃）財産の取得価格及び時価 



（様式第１５号） 

 

大阪市指令大保第   号 

令和  年  月  日 

 

 

          

    様 

 

                                    大 阪 市 長

                            

医療機器整備助成事業補助金交付返還通知書 

 

 

 令和 年  月  日付け大阪市指令大保第   号において、医療機器整備助

成事業補助金交付決定を行い、  年  月  日付けで交付したところであるが、

大阪市医療機器整備助成事業補助金交付要綱第１８条の規定により次のとおり返

還を求めます。 

 

 

 

１ 返還理由 

 

 

 

２ 返還金納付期日 

   令和  年  月  日までに納入すること。 

 

３ 補助金返還請求額 

   金       

     円 

但し、補助金交付額の（ 全部 ・ 一部 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 


